
 
 

一 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

附
則
第
八
条
中
「
在
り
方
並
び
に
」
を
「
在
り
方
、
」
に
改
め
、
「
措
置
の
在
り
方
」
の
下
に
「
並
び
に
精
神
科
病
院
に
係

る
入
院
中
の
処
遇
、
退
院
等
に
関
す
る
精
神
障
害
者
の
意
思
決
定
及
び
意
思
の
表
明
に
つ
い
て
の
支
援
の
在
り
方
」
を
加
え
る
。 


